
令和８年１月１９日（月）

県教育局市町村支援部義務教育指導課



医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について

○医療的ケア児の可能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要
な力を培うという視点に立つことが重要。その際、医療的ケア児の実態は多様である
ことから、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画一的な対応を行うのではなく、
一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要。

（第2項及び第４項関係）

○医療的ケア児の就学先の決定について、従前からの決定の仕組みに直接的な影響を
与えるものではない。 （第2項及び第４項関係）

○医療的ケア児が医療的ケアを必要としていることだけを理由に、あるいは、対応した環
境や体制が整っていないことを理由に、画一的に学校への入学や転入学が拒否され
ることがないようにすることが必要。 （第４項及び第５項関係）

○現在、医療的ケア看護職員が常時配置されていない学校に通学している医療的ケ
ア児が、本法施行後に、医療的ケア看護職員が常時配置されていないことを理由に
通学できなくなることがないようにすることが必要。 （第４項及び第５項関係）

法第３条（基本理念）の概要

令和３年９月１７日付け３文科初第1071号「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について（通知）」から



小学校等における医療的ケア実施支援資料

１ 医療的ケア運営協議会の設置等

市町村教育委員会等において、小学校等が安心・安全に医療的ケア児を受け入れること

ができるようにするため、教育、医療、保健及び福祉などの関係部局や機関のほか、保護者の

代表者などで構成される会議体（以下「医療的ケア運営協議会」という。）を設置するなどし

て、医療的ケア児に関する総括的な管理体制を構築する必要がある。 

医療的ケア運営協議会においては、次に示すことなどについて専門家の知見を得ることが

必要である。 

① 小学校等における医療的ケアへの対応の在り方などを示したガイドライン等の策定 

② 看護師等や教職員の研修 

③ 緊急時の対応指針の策定

④ 小学校等におけるヒヤリ・ハット事例の共有

⑤ 新たに対応が求められる医療的ケアの取扱い など 

なお、ガイドライン等の策定に当たっては、所在する都道府県教育委員会等が策定したガイ

ドライン 等を参考にすることも有効である。

また、既に設置されている同種の会議体を活用することで協議が深められる場合もあること

から、医療的ケア運営協議会を設置するに当たっては、併せて検討する。

第２編 小学校等における受け入れ体制の構築

第２章 市町村教育委員会等による総括的な管理体制の構築



小学校等における医療的ケア実施支援資料

4 早期からの支援

市町村教育委員会等は、関係部局等と連携し、保護者の理解と協力の下、

就学前の認定こども園・幼稚園・保育所等と小学校等との間で、医療的ケア

児に関する情報共有が確実かつ円滑にできるような体制を整備し、就学後の

円滑な医療的ケアの実施につなげることが重要である。

第２編 小学校等における受け入れ体制の構築

第２章 市町村教育委員会等による総括的な管理体制の構築



小学校等における医療的ケア実施支援資料

３ 教職員の役割

小学校等において、看護師等が医療的ケアを行うに当たって、教職員は、医

療的ケアを小学校等において行う教育的意義や必要な衛生環境などについて

理解するとともに、学級担任をはじめ教職員により行われる日常的な子供の健

康状態の把握を通じて、看護師等と必要な情報共有を行い、緊急時にはあらか

じめ定められた役割分担に基づき対応することが特に重要である。

また、教職員が、看護師等の管理下において、医療的ケア以外の支援、例え

ば、医療機械・器具の装着時に衣服の着脱を手伝ったり、医療的ケアを受けや

すい姿勢保持等の補助を行ったりすることは可能であり、教職員と看護師等と

が連携して医療的ケア児の支援に当たることが重要である。

第２編 小学校等における受け入れ体制の構築

第１章 実施体制の整備



特別支援学校における医療的ケアに関する推移



幼稚園、小・中・高等学校における医療的ケアに関する推移



医療的ケアが必要な幼児児童生徒の数



学校で実施されている医療的ケアの項目



学校において医療的ケアを実施する看護職員等の数



幼稚園、小・中・高等学校における保護者等の付添いの状況



医療的ケア児の在校時における発災への備えの状況
～医療器具等の準備及び備蓄等の対応についての取り決め状況～



医療的ケア児の在校時における発災への備えの状況
～学校における待機が長期化した場合の対応についての取り決め状況～



医療的ケア児の在校時における発災への備えの状況
～停電時の対応についての取り決め状況～









文部科学省HP 学校における医療的ケア実施体制充実事業 「小・中学校等における医療的ケア児の受入れ・支援体制の在り方に関する調査研究」から



学校における医療的ケア看護職員の人材確保・
配置方法に関する取組事例集
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